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ひとこと

　「子どもの権利条約」、国際家族年を契機に「ウェルビーイング」（well・being）

という言葉が注目されてきた。また、「子供の未来21プラン研究会報告」（厚生

省）でも、子ども家庭施策の理念の中で「……救貧的あるいは慈恵的イメージ

を伴う「ウェルフェア（福祉）」に代えて、「よりよく生きること」、「自己実現

の保障」という意味合いをもつ「ウェルビーイング」という言葉が用いられつ

つあり、このことは、我が国における児童福祉理念の議論に示唆を与えるもの

であろう。」と提言している。

　そもそも、この言葉が注目されたのは、WHO憲章前文の中の健康の定義に

おいてで、「良好な」、「良い」、「安寧」、「福祉」などと訳されてきた。多々良紀

夫博士（1CSW米国国内委員会会長）は「日本でもウェルビーイングの概念をウ

ェルフェアと違った意味で使い始めたようですね。「日本」などではすでにウェ

ルフェアの時代は終わり、ウェルビーイングの時代が来ました。でもアメリカ

では救貧的な「ウェルフェア」の必要性が充分あります。とにかく、子どもの20

％は貧困線以下に位する家庭で育っているのです。ウェルビーイングが自己実

現を基にするという見方は正しいでしょう。さらに、この場合の「being」は人間

の本質的な存在のあり方を意味すると考えてよいので、「人権」という観念をも

ってくるのにも賛成です」と指摘し、さらに「個人の「ウェルビーイング」は勿論一

番根本的な問題ですが、子どものウェルビーイングはファミリーのウェルビー

イングと切り離すことはできません。また、コミュニティのウxルピーイング

と密接な「つながり」があります。だから、政策としては「三者」のウェルビーイ

ングが推進されることを考えなくてはいけないと思います」と提案している。

　ウェルビーイング（人権の尊重、自己実現）は、正に個人の主体性、個別的で

多様な価値を限りなく重視する概念である。伝統的な救貧対策の歴史を有する

児童福祉サービスから、子どもの人権の尊重、自己実現を支援するためのソーシ

ャル・サービス、子ども家庭サービスへとどう転換するかが現代的な課題である。

　本誌は21年前に英文タイトルのなかにWELLBEINGを表章しスタートした。

先輩編集委員の先見性に感謝するとともに、今後も、日本に新たな文化を育て

る情報の発信をめざしたい。　　　　　　　　　　　　編集委員長・高橋重宏



子どもと家庭21年間の動向
本誌40号を振り返って
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　第一次石油ショックをどうにか乗り切った1975（昭

和50）年の晩秋、本誌『．ll｜：界の児童と∫｝｝性』（MOTHER

AND　CmLD　WELLBEING　AROUND　THE
WORLD）は誕生した。今年で創．「lj2PF　l：｜を迎える。

　本誌第30号で、当時の編集委貝長福川垂穂先生（東

洋英和女学院大学短期大学部部長）が「児TIC問題15

年の流れ一本誌30号を振り返って一．1（1991年4／D

として当時の子どもと家庭の15年を解説されている。

その解説を補足しつつ、その後を振り返ってみたい。

　本誌が誕生したころは、海外渡航は勿論自由化さ

れていたものの、祉会福祉施設の職貝が外国を訪れ

る機会も、海外の福祉事情に関する情報jlヒも少なか

った頃である。現場のみならず、研究者や隣接領域

の人々からも、本誌が内外を広くカバーする福祉の

専門情報誌として歓迎された所以である、現在でも

本誌の個人腿読希望者が増えていることは、情報誌

としての価値が一層高まっている証であろう，，

　1975年、巷には“およげたいやきくん”の）el　“ITfが

なぜか大人たちの聞にも流行していた。型にはめら

れ、なにかをぎゅうぎゅう詰め込まれ、じりじり焼

かれる思いのサラり一マンの哀歌が、鯛焼きの姿に

重ねられていたのかもしれない。それは同時に、厳

しい経済的競争社会の中に、子どもまでも組み込ま

れざるを得ない暗い・r感の歌でもあったのだ、，

　事実、その頃から偏差値による所謂輪切りが子ど

もの進路を一層決定づけ、同時に学校からの落ちこ

ぼれや校内暴力、家庭内暴力、荒れる卒業式などが社

　2

会問題として浮．．ヒした。3年B組金八先生が人気を

呼ぶのも、人間的触れ合いを求める1卜学生の気持ち

をいち早く察したTV界のアンテナだったろうか（1996

年この金八先生はTVドラマで復活し、話題を1呼ん

でいる。孤立化し、バラバラになりがちの思春期の

子どもたちが、深い人間的出会いを迫求する金八先

坐の姿に共感する様子は現在も変わってはいない）。

　そんな折、国際児童年（1979）がやってきた。国

連の児童権利宣言採択20周年を記念して、各国が児

竜の現状を点検し児童福祉政策の強化と国際協力を

呼びかけた。特に、児竜の権利条約の原案をポーラ

ンドが提案し、条約制定への作業が具体化したこと

は忘れられないできごとであった。また、続発する

新しい児童問題に応えて、本誌の編集スタイルも修

正を試み、毎号特集を組むことになった。最初に取

り上げたのは片親家庭（現在はひとり親家庭）であ

った。子どもの文化活動、子どもと暴力、子どもと

コミュニティ、子どもと家庭、と特集は続く。

　】980年代に入ると“いじめ”が深刻化、1985年に

は文部省が初の全国調杏を行う。“窓ぎわのトットち

ゃん”ブームは、のびのびした教育がまだ許されて

いた戦前の・一時期への郷愁だったのか。一方では“積

木崩し”が評判になる、、親子、教師と生徒、友だち

同上いずれのあいだにも積極的人間関係が成立しな

くな「MrtTめていたのだ。

　同年、全国児童館のナショナルセンターとしての

「こどもの城」が発足している。また、次第に家庭
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支援対策強化が叫ばれ、保育所や養滋施設等の児童

福祉施設が、地域の中で子育てを援ける役割を採り

ながら新しい生活スタイルや家庭の機能の変化に応

じて、これを社会的に支えていくサービスを展開し

ようと試みている。これは、単にわが国だけの現象

ではないe1984年にはカナダ・オンタリオ州（児童

福祉法から「子ども家庭サービス法」に）、1988年イ

ギリス、1989年にはオーストラリア、1990年にアメ

リカが相次いで新児童法を成立させたのも、国連の

児童の権利に関する条約が満場一致で1989年に採択

されたのも、児童問題への世界的関心の高まりと深

刻さの反映でもあるのだ。

　さて、40号を機に、その後の子どもと家庭の動向

とその社会的流れを振り返りたい。少子化の進行、

いじめ、不登校、不定愁訴の増加、子どもへの虐待・

ネグレクト（不適切な保護・養育、無関心・怠慢）

の顕在化など子どもと家庭をめぐる問題はより深刻

になっている。

　少子化の進行：1995年度の合計特殊出生率（一人

の女性が一生に産む子ども数）が統計史上最低の数

字を記録することが確実視されている。1．57（1989

fF）、　1．54（1990sF－）、　1．53（199111三）、　1．50（1992sP）

と低下を統け、1993年にはユ．46と股低を記録、翌1994

年には1．50と回復した。特に、ユ989年の1．57（124万

6干人）は、極端に出生率が低一ドした1966年（丙午）

のL58（136万人）を’ド回ったことで、「1．57ショック」

としてマスコミでも大きく報道され社会問題となっ

た。内閣にも「健やかに子どもを生み育てる環境つ

くOに関する関係省庁連絡会議」が設置された。1992

年度版の国民生活白潜（経済企画庁〉は「少子社会

の到来、その影響と対応」を特集し出生率の低’下の

原因を①非婚化・晩婚化、②有配偶女子の出生率の

低下によると分析、その後「少子化」、「少子社会」

という造語もすっかり一般化した。1993年には、厚

生省児童家庭局長の私的研究会の「たくましい子ど

も・明るい家庭・活力とやさしさに満ちた地域社会

をめざす21プラン研究会（子供の未来21プラン研究

会）報告書」が公表された。これは21世紀に向けた

子ども家庭施策のビジョンである。

　この中で児童福祉法の早期改］Eも提案されている。

1993年度版の厚生白書は「未来をひらく子どもたち

のために一子育ての社会的支援を考える一」を特集。

1994年12月16日には、文部・厚生・労働・建設4大

臣合意によるエンゼルプラン「今後の子育て支援の

ための施策の基本的方向について」、同12月18口には

大蔵・　PI生・自治大臣合意による「当而の緊急保育

対策等を推進するための基本的考え方」が公表され、

エンゼルプランのうち緊急保育対策5か年事業（95

年から99年）を中心にプランが推進されている。

　いじめ、不登校、不定愁訴：いじめの発生件数が

小，－1・：高合わせて、1985年155，066件を記録（翌1986年

2月111／1　M京lll野区の中学2年生鹿川君が葬式ごっ

こなどのいじめを苦に自殺）、その後低下を続けてい

たが、1992年23，258件、1993年21．598件、1994・（F

あのころ、あのとき。子どもと家族の20年

1975年

1976年

1977年

「世界の児童と母性」創刊

「およ（ナ！　たいやきくん」

乱塾

母子心中

五つ子誕生

蕊ミリ憐
落・・ぼれ岡
モラトリアム人間

1977年

1978年

1979年

ベピーフーズ

「少年の自殺仁B柄

家庭内暴力

インベーダーゲーム

まんが文字

国際児童年

ウサギ小屋

ファミリーレストラン

「銀河鉄道999」

「ドラエもん」

1980年ベピーホテル

　　　子どもの“五無主義”撫気力、

　　　無責任、無関心、無感動、無作法）

　　　竹の子族

　　　家庭内離婚
1981SIF・　」｜i親

　　　校内暴力

　　　1’rい鳥症候群

　　　「窓ぎわのトットちゃんコ

1982年　ガンダムフィーパー

　　　　　　　　　　　　　3



56，376件（11月27日愛知県i用尾市中学2年生大河内

清輝君が同級生の現金要求などのいじめを苦に自殺）

と増加している（文部省調査）。いじめは沈静化した

ように見えたが、実は陰湿化しつつ蔓延していた。

また不登校（1994年度に小中学校を30日以上欠席し

た不登校児童・生徒は過去最高の約7万7千人を記

録、文部省調査）、退学、思春期の子どもたちの不定

愁訴の問題も深刻になった。1995年週刊少年ジャン

プ（集英社）は『ジャンプいじめリポート1800通

の心の叫び1を出版し、子どもたちのホンネを訴え

社会的に大きな反響を1呼んだ。また、教育委貝会だ

けでなく、児童相談所も積極的にこれら子どもの権

利擁護に取り組んでいる。民間のフリースクールな

ども社会的に認知されてきた。

　子どもへの虐待・ネグレクト：1989年国連総会で

児寵の権利に関する条約が採択され、翌90年には、

70人を超える世界各国の元首がニューヨークの国連

本部に集まり「子どものための世界サミット」が開

催され、各国が早期に子どもの権利条約を批准する

よう1呼びかけた。

　第19条に子どもへの虐待・ネグレクトが明記され

たことで、日本国内でも子どもへの虐待防止の取り

組みがより活発に行われた。1990年4月大阪でり己童

虐待防止協会により「子どもの瓦財寺ホットライン」

がスタート。厚生省が『社会福祉行政業務報告』の

中で児童相談所における養護相談の処理件数の内「児

蹴虐待」の件数を掲載し始めた（1990年1，101件か

ら1994年1，961件と増力｜1する一方である）。19911T1　5

月には東京で子どもの虐待防止センターによる「子

どものJ，9待110番」がスタート。創設以来約1万件

の相談電話を受け、その約8割は子育て中の母親自

身からの電話であったことが報告されている。1995

年には、椎名篤子さん原作、ささやさなえさんが漫

画化した『凍りついた1瞳』が「YOU」に10回にわ

たり連載され大きな反響を呼んだ。これは「子ども

虐待ドキュメンタリー凍りついた瞳」として、集英

社から出版されている。1996年4月12・13日には大

阪で児童虐待防止の全国ネットワークの結成が予定

され、また、厚生省は、ユ996年度予算で①児童虐待

防止マニュアルの作成と配布、②子どもへの虐待に

関わるケースマネージメント・モデル事業（全国8

ヵ所の児箪相談所）を予定している。

　1994年には、1．1本政府が「児童の権利に関する条

約」を批准、　158番日の締約国となり、同条約は5

月22n発効した。また、国連が設定した国際家族年

（スU一ガン：家族からはじまる小さなデモクラシ

ー）でもあった。厚生省と東京都は11月7日国際家

族年記念「21世紀の子どもと家庭」国際シンポジウ

ムを外国から3人の学者を招き東京で開催。「子ども

と家庭のウェルビーイングの促進」について議論さ

れた。さらに、児童環境づくり推進会議は「困際家

族年21世紀を担う子どもの豊かな環境づくり宣言」

（子どもたちの本当の声に耳を傾けようなどの5項

目）を行っている。本誌は35号で国際家族年を特集

あのころ、あのとき。子どもと家族の20年

1982年

1983年

1984年

1985年

紙オムツ

「積木崩し」

おしんブーム

まんが教科涯

思春期掘食症

対外受精児

ピーターパン症候群

国際青年年

『いじめ白i㌧

いじめ］1｛〕番

1985年

1986年

1987年

1988年

こどもの城

新人類

ファミコンゲーム

育児情報誌

葬式ごっこ

男女雇用機会均等法

小児成人病　　　　1，87戸

1・代の妊娠　R

ディ・クス　N　グ
子迎れ川勤

1989年

1990年

「児童の権利に関する条約」

　　　　　　　同連採択

マニュアル世代

1．57ショック

「子どものための世界サミット」

子どものJ呂待ホットライン

「アンパンマン」

「児童の権利に関する条約」

　　　　　　　H本署名

結婚しないかもしれない症候群

4
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したが、それが評価され国連より表彰を受けた。9

月にはカイロで国際人口開発会議が開催され、新行

動計画が合意された。特に大きな話題となったのが

リプロダクティブ・ヘルス／ライツである（本誌第

38’V］を参照）。行動計画によると「単に病気でないと

いうことではなく、身体的、精神的、社会的に完全

に良好な状態にあり、安全で満足のいく性生活を営

めること、子どもを産むかどうか、産むならいつ、

何人産むかを決める自由を持つこと」とされている。

性と生殖に関する健康而で女性の自己決定を重視し

ていくという視点が求められている。

　1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災は子

どもたちにも深刻な犠牧をもたらした。18歳未満の

子どもの犠牲者は471人。親を失った子どもは374

人、そのうち両親を失った子どもは88人（本誌第39

－E　STARSフォローアップセミナーより）。

　その後PTSD（Post　Traumatic　Stress　Disorder、

心的外傷後ストレス傷害）の問題が注目され、さま

ざまな対応がなされている。また、4月14日には［．［．1

梨県のオウム真理教施設から53人の子どもが山梨県

中央児童相談所の一時保護施設に保護された。その

後、全国で、合計112人の子どもが児童相談所に保護

された。だが、マスコミも一般の人々も保護された

子どもたちが被虐待児であると受け止めた人々は意

外と少なかった。不幸な事件を契機に子どもの権利

擁護システムを整備していくことが期待されている。

　地方自治体では、大阪府が「子どもの権利ノート」

を作成し、親もとから離れて養護施設や里親のもと

で生活している子どもたちに配布した。また、大阪

府は子どもの権利擁護をめざす「子どものアドボケ

ー
ト委員会（仮称）」の設置（大阪府児童福祉審議会

「今後の児童福祉施策のあり方」）を、神奈川県は「オ

フィシャル・ガーディアン制度（子どもの人権救済・

代弁・調整機能をもつ公的ミ享門機関）」（かながわ子

ども未米計画検討委貝会「子どもたちのたびだち」）

の設置を公表した。これらは日本では初めての取り

組みであり、その早期の実現が望まれる。

　また、法制審議会は民法が定める婚姻制度の見直

しを進め、選択的夫婦別姓の導入を含む「中間報告」

を公表し社会的な議論となっている。

　1996年3月13日、児童福祉法制定50周年を前にrli

央児童福祉審議会基本問題部会が児童福祉法改正の

ための審議を開始した（その背景は、本誌対談での

高木俊明厚生省児童家庭局長の発言を参照）。2ユ世紀

に向けて新たな子ども家庭施策の整備が期待されて

いる。

　本誌は、「家族と子どもを支える理念と制度」（35

号）、「世界の親子・家族をめぐる動向」（36号）、「続

世界の親子・家族をめぐる動向」（37号）、「母子保健

のいま’これかち」（38号）、「児童福祉施設の近来来

像を読むj（39号）、「子ども家庭施策の近末来像」（40

号）と特集を組み、内外の最新情報を発信してきた。

改正児童福祉法の特集を組む1：1を一日千秋の思いで

待ちたい。

199G年　登校拒否

1991年　トワイライトステイ

　　　子どもの虐待110番

1992年　少子社会

　　　工ンジェル係数

　　　学校週51｜＄ll

　　　育児休業’法

　　　性教育元年

1993年　「クレヨンしんちヤんJ

　　　マット殺人事件

1993年

1994年

合計特殊出生率1．46入

熟年離婚

「児童の権利に関する条約」

　　　　　　　El本発効

「家なき子」現象

リプロダクティプ・ヘルス

1995年　地鹿ごっこ

　　　PTSD
　　　心のケア

　　　オウム

いじめ対策緊急会議

1996年　夫婦別姓

　　　晩産
　　　「世界の児童と母性J40号発行

＊参考　知恵蔵1993－－5：朝H新聞81．
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〈デンマーク〉

特

子どもと家庭への社会政策と

そのプログラム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オスカ　　　　　　　 ブラオマン

　　　デンマーク社会省家庭綱1’r官（心騨）Oskar　Plougmand

子ども家庭施策の近未来像

　1．子どもと家庭に関する政策のための5原則

　デンマークの子どもと家庭に関する政策は、家庭

は子どもの成長過程において核となるものであり、

子どもの生活環境を整えるのは主として親の責任で

ある、という二つの基本原則に基づいている。公的

機関は、家族と子どもにとって健全な社会の枠組み

をつくり、環境をできるだけよりよくする総合的な

責任を負っている。さらにr一どもや青少年に対する

ケアが不公平になったりケアが不足しないようにし

ている。また、親が親としての責任を果たせるよう

に、ガイドラインや支援・策を講じている。地方分権

が進み、杜会省（the　Ministry　of　Socia】Affairs）

が中央レベルで総合的な枠組みと規定を策定し、一

般市民にかかわるさまざまな施策やサービスは、275

の市町村（loca］authorities）、一部は16の県当局

（county　authorities）によって実施されている。

　デンマークでは、子どもと家庭に関する政策のた

めの5原則が決められている。

1．子どもは両親と緊密で安定した接触をもたなけ

　　ればならない。

2．子どもは子どもとしての生活をしなければなら

　　ない。それは子ども時代に特有の価値観やその

　　礼会的立場が尊重されることである。

3．子どもは社会の一貝として、また、ひとりの人

　　川としてみなされなければならない。

4．子どもは成長の段階、その成熟度に応じて責任

　　を果たさなければならない。

5．子どもは健康的な生活を送らなければならない。

　　そのためには、個人の健康と、健全で安全な環

　境が必要とされる。

　2．家族を保護する家族政策

　社会の家族政策に対する責任として、親が親とし

ての責任を果たせるように杜会の枠組みを保護する

ことが法律で決められている。家族政策には、子ど

ものいるすべての家族に対する財政的支援、育児休

業制度、子どもに．卜分な環境空間を提供するための

住宅政策（デンマークの子どもの90％以上が自分自

身の部屋をもっている）、デイケア政策がある。これ

らの政策により、子どもや家族にト分な（成長発達

にふさわしい刺激的な）環境が与えられている。

　1）社会的課題としてのデイケア

　デンマークでは女性の就業率が高い。子どもをも

つ年代（20歳～45歳）と考えられる女性、すなわち

ケア施設が必要な年代の女性の就業率は1993年1月

で86％であるe合計特殊出生率は1．7人（92年1月〉

から1．8人（93年］月）へと、わずかであるが増えて

いる。

　デンマークでは、法律によt）公r1勺なデイケア施設

において全国の子どもに対応することが定められて

いる。これらの施設の設置、運営、監督は市町村の

責任において行われる。
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　デイケア施設の同的は、ケアの必要性に対応する

ことと、子どもに教育的でかつ生き生きとさせるよ

うな環境を提供することにある。さらにデイケア施

設では、ニーズをもつ子どもに対しても特殊なサポ

ー
トを確保すると同様に、子どもたちに対して総合

的かつ予防的な施策を自治体が提供している。

　現在、デンマークでは6ヵ月から10歳の全児童の

約70％が公的なデイケア施設に登録されている。細

かく分類すると、6ヵ月から2歳の全児童の60％、

3歳から5歳の全児竜の80％、6歳から9歳の全児

童の57％である。1996年の初めから、特に1歳から

5歳のすべての子どもは、親が望む場合には公的な

デイケアに入れる権利をもつことになっている。

　公的なデイケアの場合、親は費用の30％を支払う

が、経済的、社会的、教育的理由により、またはそ

のトリートメントの目的により全額または一部が免

除される。

　親の参画はすぺての市町村にある親理事会（the

parental　boards）を通して行われる。親理事会のメン

バーの大多数は親の代表である。親たちが積極的に

参画し、大きな影響力をもてば、子どもたちの二つ

の世界、すなわち家庭生活とデイケア施設での生活

の間のギャップを埋めることができる。同様に、わ

れわれは親の二っの生活、すなわち、家庭生活と職

場での生活を結びつける試みをしている。

　2）デイケアの形態

　①施設

　6ヵ月から2歳の子どものための保育施設（creches）。

3歳かち5歳の子どものための保育園（nursery　school）。

6歳から9歳の子どものための放課後センター（after・

school　center）と学校レクリエーション施設（school

recreation　schemes）。6ヵ月から9歳までの異年齢

の子どものための統合施設（age－integrated　institu・

tion）。

！｝ヒ界の‘尼血と1｜正性

　②家庭デイケア

　市町村が認定した家庭デイケア（family　day・care）

が保育ママ（child　minder）の家で行われる。ここで

は市町村が選任した保育ママが、6ヵ月から2歳ま

での子どもを預かる。保育ママには市町村から手当

が支払われる。また、地方自治体が、子どもの委託

先を決定するe保育ママは特別な訓練だけでなく、

自治体が準備した多くの講座を受辮できる。

　③親のグループ

　子どもの親たちがお互いに協力して彼らの子ども

を世話してくれる人を雇い、誰かの家庭て世話をし

てもらうこともできる。その場合、親は自分の子ど

もが施設を利用するときと同額の費用を支払う。

　④プレスクール

　小学校に入学する前1年間の入学準備クラスであ

る（小学校入学年齢は7歳）。プレスクールは無料で、

1El　4時間である。5歳から6歳の全児童の95％が

ここに登録されている。

　⑤障害のある子どもたち

　特別な社会的、精神的、あるいは身体的障害をも

つ子どもが、通常のデイケア体制のなかに“統合さ

れる”ことは非常に琉要な日標である。すべての子

どもにとって、できるだけ“普通”に近い子ども時

代を経験することは大切である。そしてすべての人

は、たとえ自分が他人と“異なる”場合であっても

（いずれにせよ、ある点ではわれわれはすべて異な

っているが）、生活をしていく権利を同じく有してい

る。また、親にとってもデイケア施設を通してお互

いが関係をもつことは非常に重要である。障害児は

状況によって特別なサポートを受けることができる。

場合によっては、特別なスタッフの増貝も可能であ

る。特別なトリートメントを必要とする子どもには、

県当局が管理する特別なデイケア施設が提供され、

そこには特別な資格をもつ職貝が採用されている。
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　3）育児休業制度

　①産後休暇

　産後休暇は24週間である。最初の14週間の休暇は

母親のみが権利を有する（父親はこの期間に2週間

の伽暇を取る権利が付与されており、父親の半分が

それを取得している〉。残りの10週間は・母親、父親の

どちらかが取得できるが、父親の取得率は約5％に

すぎない。

　これは最低の権利である。この権利は労働協約に

よって、公共部門と大部分の民間企業で達成されて

きたものである。実際、すべての企業において、親

は子どもが病気をした最初の日は有給休暇を取得で

きる。公共部門では両親とも子ども一人につき年間

で10日問の“病児ケア”を取得する権利が付与され

ている。

　②育児休暇

　育児休暇は、而親が自分の子どもとより多くの時

間を過ごせることを意図した、重要な家族政策の真

髄である。0歳から8歳の子どもをもつ親は彼らを

養育するために、13週間から52週1｝il連続して休暇を

取得することができる。つまり、親には13週間の休

暇が付与されている。0歳児がいる場合は26週間の

休暇を取得する権利が付与されているのである。そ

の他の休暇は、雇用者の同意による。休暇期間中、

親は失業手当の70％から80％に相当する手当を受け

取ることができる。1991年には91％の女性がこの休

暇を取得している。

のような制度はデンマーク地位平等委貝会（the

Danish　Equal　StatLls　Council）、各省庁と労使の団

体交渉などを通してつくられてきた。

　これまでに延べてきたように、多くの建設的な施

策が家庭をサポートするために策定され、家族だけ

では対処できない問題の発生を予防している。

　4）子ども家庭支援策と子どもの権利全国委員会

　市町村は、子どもが自分の環境に対して問題を感

じたり、または不満足な状況に置かれたりした場合、

親にカウンセリングとサポートを与えなければなら

ない。公的扶助法（The　Social　Assistance　Act）も

同様に、このような状況にある家族を対象にしたい

くつかのサポートを規定している。子どもと親とを

一つの単位（uniりとみなし、援助は家族を統合させ

るために行う、ということが公的機関が介入する際

の基本的条件である。

　さらに、政府は子どものために子どもの権利全国

委貝会（ANational　Council　on　Childrelゴs　Rights）

を設立した。この委員会は子どもにかかわる政策を

強化するためのものである。7人（大人）の委貝で

構成されており、彼らの役割は杜会における子ども

たちの利益を守ることである。この委貝会は地域の

学校を通して実際に子どもたちと話し合って、子ど

もの声を吸い上げていくようにしている。それによ

って、子どもたちを取り巻く状況が明らかにされ、

子どもたちの意見やニー一ズが反映される可能性が高

められることになる。

　子どもの」L活環境のための基礎的要素は、両親の

家庭生活と仕事のバランスがほどよくとれているこ

とである。これまでに核家族を支援するためのさま

ざまな“積極的な施策”が、公共部門と民間企業の

双方で取られてきた。例えば、小さい子どもをもつ

親のための7レックスタイム制度の導入がある。こ

　3．深刻な問題を抱える子どもと家庭を援助する

　　　ための新しい戦略

　最新の設備をもつ施設においてさえも、より集中的

なサポートを必要とする子どもたちが常に存在する。

　研究者たちは、デンマークの子どもと青少年の約

15％が成長過程において専門的援助やサポートを必
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要としていると見ている。（現在、このうち4～5％

が直接的なトリートメントを必要としている。さら

に、4－y5％は子ども時代に専門的なトtJ　一トメン

トを必要とし、7～8％が精神的なショックを受け

るような経験により援助を必要とするであろうと予

測している。）

　政府は、このような子どもたちを援助する計画に

重点を佐いており、複数の省による行動計画が策定

された。

　四つの長期計画

　一子どもたちのための保健制度を改善する。

　一すべての子ども、青少年、家族が容易にガイダ

　　ンスを受けることができるようにする。

　一通常のデイケア施設を利用しない子どもたちに

　　対して、自由な教育の可能性（open　pedagogical

　　possibilities）をつくる。

　一すべての青少年に義務教育終了後、適切な教育

　　と職業の機会を与える。

　加えて、ソーシャルワークをさらに発展させるた

めに、10の特別な政策がある。

　わが国にはすでに受け皿としての施設と、資格と

力量のあるソーシャルワーカーがいる。それを駆使

して、いろいろな分野の人々と協力して、背少年と

の新しいかかわりとガイダンス機能を高めるための

新しい方法と新しいモデルをつくらなければならな

い。さらに、調査を通して、物事がなぜ機能するの

か、またなぜ機能しないのか、その理由を見つけ出

さなければならない。そのためにはソーシャルワー

カーをもっと教育しなければならない。

　具体的な施策の出発点は、子ども自身がいやな体

験に対して自然に抵抗することは認められなければ

ならない、ということである。深刻な問題に対する

抵抗は、子ども自身の能力に対する自信、すなわち、

状況を把握・予測し、そして効果的な選択をする能

世界の児●と母性

力に対する自信に結びつく。この自信を築くため、

子どもは自分のまわりにいる大人の助けを必要とす

る。ここにソーシャルワーカーが必要となるのであ

る。政府はこの行動計画のために、今後3年間、毎

年約2，000万クローネ（約3億8千万円）を梢み立て

ることになっている。

　4．家庭外でケアされている子どもに関する政策

　　　とその将来

　その主な目的は、家庭を壊さないで、できるだけ

長くそのままの状態に保つことである。子どもの“逸

脱した”行動は、家族システムの中でなにかがうま

く機能していない徴候として現れる。しかし、それ

を取り去っても、問題が解決したことにはならない。

しばらくの聞、それが見えないだけである。そのた

め、われわれは家族全体を援助しようとしている。

それは、在宅のままで援助を受ける場合や、一定の

期間施設に移り住んでサポートを受ける場合など、

いろいろな方法で行われる。

　公的機関は、子どもを家族から引き離す前に、子

どもとその家族のネットワークにどのような資源が

あるかを調査しなければならない。・・ト分な支援が見

つけられない場合は、選択可能な多くの種類の施設

があり、また用意されなければならない。それらに

は、特別な、あるいは地方の、あるいは地域の施設、

フォスターケア、職業フォスターケア（professional

foster　care）、さまざまなプロジェクト等がある。

　主要な政策を実施する責任は275の市町村にある。

これらの自治体は16の県と協力して政策を実施し、

費用を分担している。県は施設の数を十分に整える

責任をもっている。デンマークの子どもの約1％

（12．OOO人）が家庭外でケアされている。そのうち約

5，000人が里親（foster　horne、いくつかのタイプが

あり、職業フォスターケアの夫婦も含まれる）で、約

9



3．000人がさまざまな施設（institution）でケアを受け

ている。さらに約2，000人が全寮制のさまざまな学校

　（boarding　school）に、約1，000人が社会的教育プ

ロジェクト（social　pedagogical　project、例えば、

専門家がいる小農場に3、4人で預けられる）に預

けられている。そのうえ、約1，000人が自宅である種

のサポートを受けながら生活している。家庭外でケ

アされる捌舎が一・番高いのは15歳から17歳の少年た

ちで、次いで12歳から14歳のグループである。各施

設はすべて非常に小さく、約10から20人の子どもた

ちが生活している。

　子どもの状況に合わせた施設が提供されることは

非常に重要である。施設を選ぷ際に広い選択の余地

があることは、家族が適切な援助を受けるために非

常に重要である、われわれは無料だからという理由

で、’f’どもを施設に送りたくないし、施設さえ提供

すればいいというわけではない。施設にいる子ども

の8％、すなわち約1，000人が親の意思に反して施設

に送ちれており、その子どもを守るために、法律によ

り弁護士が付けられる。また15歳以上の子どもで、親

の意見に沿わない場合も同様に弁護士が付けられる。

　法律では、もし子どもを家庭外でケアする場合、

子どもの全体的状況についての心理学的調査、とり

わけ、その家族自身のもっている資源を見極めなけ

ればならないと規定している。もしその調査の結果

fどもを家庭外でケアすることになった場合、事前

に公的機関はケア計画書を作成しなければならない。

そしてその計画書には、ケア理由、ケアする場所と

その期閲、期問中に重点をおいてなされるべきこと、

家族へのサボートの内容、家庭復帰後になされるべ

きこと、などが記人される。家族はこの計画書を作

成する際参画する。われわれの介入を成功させるた

めには、家族の参両が非常に重要であると考えてい

る。家族に対しても・卜分な考慮が必要である。

　この計画書は定期的にチェックされる。これは、

10

子どもや家族への援助が非常に意識的、かつ日標志

向的になされることを意味している。そのため、ス

タッフはこれらの過程のすべてに非常に精通してい

なければならないことになる。いまや施設だけでは

問題を解決できなレ㌔施設は子どもの長い人生の一

時期において、総合的、包括的なサポートをしてい

るにすぎない。当然のことながら、家族自らができ

ることを考慮しながら、サポートしていかなければ

ならない。

　杜会省は、援助の質が高いものであるかどうかを

確認するため、初めてすべてのサービスの質を分析

する計画をスタートさせた。そのため、子どもたち

や親、施設やソーシャルワーカーは、サービスの質

についてそれぞれの立場から意見を聴取された。ま

た公的機関もその業務を分析されることになる。こ

の計画は2年間を要すると考えられる。

　われわれは、提供する援助についてもっとよく知

ろうと努力している。そして将米、援助が決定され

る際、①家族のもっている資源にMづき、家族を全

体としてとらえ、②家族を問題解決のすべての過程

に巻き込み、③子どもと家族の間の接触をできるだ

け保ち、④子どもの意見を十分に聴き尊重する、と

いうような傾向がますますでてくるであろう。そし

て、よりよいプレースメントをするために、より個

人を屯視することになるであろう。例えば、施設は

より柔軟性が求められ、新しいタイプのプログラム

が開発されるであろう。さらにスタッフは現任教育

を受ける機会が与えられなければならないというこ

とを意昧する。

　また、特に援助されることを望まない（少なくと

も彼らはそう言う）若い人々を援助する新しいモデ

ルに挑戦している。この課題は将来への最も大きな

挑戦である。われわれは、すべての人々が社会にお

いて平等であることを望んでいる。

　　　　（原文英語。翻訳：財団事務局、校訂：高橋重宏）



〈カナダ〉

レジデンシャルケアから在宅型

子ども家庭サービスへ

特
子ども家庭施策の近未来像

カトリック児童保護援助協会における根本的変化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　コリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マロ；　纒リ㌫ト゜ント’カトリリ魎｛纐援C・1i・J．M・1・n・y

　1．はじめに

　はじめにフォスターケアの発達史を概説し、紘い

て、家族に代わるものとしてのフォスターケアが生

まれるもととなった社会的変化について述べたい。

次に、フォスターケア制度を代替家族ではなく家族
　　　　（］〕
保金モデル（family　preservatioll　model）へと変貌さ

せつつあるカナダの文化と社会の諸変化について検

討する。最後に児童福祉機関およびフォスターケア

の課題について述べ、もって結論とする。

　2．20世紀以前の子どもの置かれた状況

　［）フォスターケア制度以前

　長い歴史のなかでは、危機、災書、病気などの理

Etlから、わが子の養育を他人に託す人々がいた。こ

うした危機に際して、親は多くの場合、親類や同じ

コミュニティ、一族、部族に属する人たちに頼んで、

子どもを養育してもらったわけである。

　このような危機に直而した親に代わる養育とは別

に、子どもは’削こ乎に職をつける必要があった。も

っとも農業三1三休の社会では、幼いころから農作業を

乎伝い始めることはごく当たり前のことであった。

大人になるとそのまま農業が仕事となったのである。

都市が発達し、とりわけ産業革命時代に都市への人

［集中が進展するにつれて、子どもが家庭以外のと

ころで乎に職をつけるような新しいシステムをつく

る必要が出てきた。こうして徒弟制度（apprentice－

ship）という新しいシステムが生まれる。若者に手

仕事を教える親方はいつの時代にも存在したが、こ

の徒弟制度は産業革命とともにより広く行われるよ

うになった。北米では、親戚関係にない家族と生活

を共にするこうした徒弟制度は、しばしば「年季奉

公（indentureship）」と呼ばれた。通常、子どもの労

働に対する若千の報酬が家族に支払われた。年李泰

公は法的拘束力をもつ契約であったc，子どもが脱走

した場合には、強制的に仕事に引き戻されたのであ

る。

　19世紀後半には、慈善団体が、放任された都市の

貧しい子どもを農村へと送り込み始めた。乎に職を

つけさせるのではなく、不道徳かつ不健全な都市環

境からこうした子どもを解放するのが第1の理IL1で

あった。農村での生活は、道徳的にも身体的にも清

潔で健全な環境であるとみなされたのである。しか

し、農村に送られた子どもはほとんど監督を受ける

ことなく、農家がこうした子どもを安価な労働力と

して使用することが多かったため、1鮒寺も起こりが

ちであった。

　また、北米では19世紀の終りから2田ll：紀初頭にか

けて、宗教界、特にカトリック教会は、当時そのほ

とんどが非カトリックであった農家に子どもを送る

ことによって、子どもにとって深刻な宗教的問題が

惹起されると考えた。このようなカトリック的なら

ざる環境のもとでは、カトリックの．r・どもが宗教心

を失うのではないかと考えたのである。これら宗教

団体は、今・n「孤り己院（orphannge）」と1呼ばれる施

設をつくり始めた。こうした孤児院は画親を失った

子どもだけではなく、養育不能となった親によって

1］



預けられた貧しい子どもも対象としていた。孤児院

は、修道女もしくは修道士による運営が多く見られ

た。

　2）フォスターケア制度の出現

　20世紀初頭になると、一部の民間慈普団体が新し

い方法で子どものプレースメントを行うようになっ

た。農家や孤児院、あるいはある種の年季奉公に送

るのではなく、一般家庭にボランタリーに子どもを

プレースメントし、下宿代を支払うことによって費

用をカバーしたのである。下宿とはすなわち、部屋

を貸して家族といっしょの食事を提供することであ

るが、これは当時、家計の足しにしたいという労働

者階級の問ではごく一般的な慣行であった。そして、

これが始まりとなって今Elのフォスターケア制度へ

と発展していく。フa・スターケア制度は発展を続け、

児蹴福祉機関によって子どもを家庭以外にプレース

メントすることが、主要かつ望ましい制度となるに

至ったのである。

　18～19世紀に悲惨な子どもの状況に関心を寄せて

いたのは、おおむね民間の慈善団体であった。概し

て、子どもを不道徳な環境から救おうという宗教的

動機が、彼らの関心の的となっていた。

　19．世紀後半になると、子どもは身体的危害から保

護される権利を有することが社会的に認識され始め

る。子どもの安全を確保するため、社会は家庭内の

内輪の事柄に介入する権利を有することが、はっき

りと打ち出された。それまで子どもは親や家族の所

有物と見なされ、国家が介入する権利はなかった。

こうした状況は日に見えて変わり始め、19世紀末ご

ろには法律が成立し、虐待およびネグレクトから子

どもを守ることをi1的として「児童保護援助協会

（CAS：Children’s　Aid　Societies）」が設立された。

　このように、子どもの保滋が法制化され、国民皆

教育に向けての法律が制定されたことにより、子ど

ものケアに関する国家の役割、および親による子ど

ものケアを監督（supervise）する国家の権利に変化と

見直しが起こることとなった。
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　3．20世紀の乎どものケア

　川保護的ケアの時代

　しかし、子どもの養護や教育は、たいてい二の次

と見られていた。すなわち、食べ物、衣類、寝る場

所、乎仕事を身につけることが、生活するうえで欠

くべからざるものだったのである。子どもの発達を

心理学的かつ社会学的に理解することなどは考慮さ

れなかった。例えば、孤児院の赤ん坊は衣食住とも

与えられているにもかかわらず、なぜその多くが死

亡するのかはまったく理解されなかった。乳児への

惜緒的、身体的刺激や相互の結びつきが不足すると

死亡することもあり得るということを専門家が認識

するのは、ずっと後のことであった。これはよく「ミ

アスマス（miasmus）」という言葉で表現されるもので

ある。子どもの心理的・杜会的発達についての理解

を深めることが実践の上でより一般的に受け人れら

れるようになるのは、言うまでもなく、フPイトを

はじめとする心理分析上の革命によってである。そ

して、北米においては、1930年代から1950年代にか

けてのソーシャルワーク学派の発展と児童精神医学

の台頭によって、ようやくカウンセリングやセラピ

ーによる子どもの治療が行われるようになった。同

時に、虐待を受けたり孤児となったりして施設でケ

アされている子どもに対する国レベルの財政的援助

が増大した。施設ケアは宗教団体や慈善団体がなす

べき仕事ではなく、むしろ圃家が第一義的責任を負

うべきものと判断されたのである。

　1940年代、第2次世界大戦中には、子どもをもつ

女性の多くが家庭外で就労し、この趨勢は大戦後も

続いた。当時、妊娠中絶も避妊も法律的に認められ

ていなかった。また、結婚することなく子どもを育

てるなど、とうてい社会的に受け入れられないこと

であった。そのため、養子縁組の必要な子どもが当

時は多数存在したのである。実際、1940年代、50年

代、60年代にフォスターケアがいっそうの発達をみ

たのは、養子候補になっても縁組が実現しない場合、

91，親のもとにとどまる子どもが多くおり、こうした



子どもに対応する必要があったという事情が大きい。

　このように幼い子どもを短期聞、実費の支払いを

受けて養育することは、基本的には子どものためを

思う里親のボランタリーな慈善行為であると考えら

れていた。仕事としての対価は与えられず、実費の

みが支払われていたのである。

　2）トリートメントとしてのケアの出現

　1970年代初頭、妊娠「ド絶が合法化され、避妊も可

能となり、また社会の価値観がひとりで子どもを育

てる母親を受け入れる方向へと変遷するにつれて、

児童福祉の分野全体、とりわけ養子縁組に変化が起

こった。また、医療従事者が被1超待児症候群など身

体的虐待のなかで蔓延している危害についての認識

を強めるにしたがって、医師が児童保護援助協会に

報告する子どもへの虐待ケースが増大し始めた。1960

年代および70年代には、通告義務が法制化され、さ

らに多くの子どもへの虐待ケースが報告されるよう

になD、ケアの対象となる子どもの数も増大した。

1975年から80年にかけては、性的虐待の増加がソー

シャルワーカーの間で認識されるようになる。フォ

スターケアは、性的虐待を受けた子どものニーズに

も対’応するなかで、90年代に入るころには、問題を

起こしたり、情緒障害を起こしたりした子どものケ

アを主眼とするシステムとなっていった。こうして、

虐待やネグレクトによって深く傷ついた子どもに対

処するための心理学的理解や技術、ニーズによって、

フォスターケアは他人の子どもを親代わりとなって

ボランタリーに養育するというものから、今nのい

わゆる「トリートメントとしてのフォスターケア

　（treatment　foster　care）」へと変化していったので

ある。

　親と激しく衝突し、かつ親代わりは必要ないとい

う十代の子どもの存在により、4～6名の若者が家

庭的雰囲気のなかで生活を共にするグループホーム

が生まれた。若者は、自立した生活に移行する初期

の段階で、援助やサポートを受けた。里親は、主と

して経験と訓練によって培った技術によって、こり

制ヒ界の児竜と1畦性

した厳しい状況に対処するよう期待された。しかし、

ニーズや期待、技術レペルがこのように激しく変化

したにもかかわらず、フォスターケアへの財政的援

助に関する政府の考えは依然として、ボランタリー

な行為であり支給の対象ではないというものであっ

た。発生した実費、すなわち、食費、部屋代、被服

費などが政府によって支払われるにとどまった。

　3）家族保全モデル

　1970～80年代には、子どもをもち家庭にとどまる

女性はますます少なくなった。また、里子のために

使用できる部屋数のある大きな持ち家は、より高価

になった。新たなフォスターファミリーの開拓は、

里親のボランタリーな行為という側而に依存するが

ゆえに、きわめて困難になっていった。とりわけ都

市部では、骨が折れるうえに見返りの少ない里親と

比べると、パートタイムで日中のみ週5日子どもの

ケアをする仕事のほうが、はるかに魅力的で満足な

報酬も得られたので、フォスターファミリーの不足

は如実であった。

　フォスターケアがこうした大きな傷を負った子ど

もの深刻なニーズに応えることができないことで、

多くの子どもは複数の里親のもとを転々とすること

になった。そうしたなかで、子どもは人間関係の形

成、信頼といった能力を低下させ、強固なアイデン

ティティの意識を失い、虐待を受けたという重荷を

背負っていった。その結果、子どもは往々にして自

滅的になったり、将来への展望が暗いために社会に

対して怒りを抱いたりするようになったのである。

このように、長期にわたってフォスターケアの対象

となっていた子どもの大多数は、教育システムにお

いて学業成績が悪く、将来の職業選択もごく限られ

ていた。この点に、ケアを受けた子どもが親になっ

たとき、その子どももやはりケアの対象となる傾向

が強いという世代問の悪循環が形成されるカギがあ

った。

　　　　　　　　　　　　　　　z｝
　これと同時に、インケアシステム（in・care　system）

への期待がはるかに大きくなった。子どもはその権
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利について明確に説かれ、フォスターファミリーは

よりよい訓練を受け、技術を向上させるよう期待さ

れたが、それでもなお相応の補償がなされる見込み

はほとんどなかった。こうして、1980年代半ばには、

フォスターファミリーの不足や、ケアを受けた子ど

ものその後の芳しくない経過、坦親のもとを子ども

が転々とする、いわゆる断続的なプレースメント

（multiple　placements）などを踏まえて、「家族保全

運動（Family　Preservation　Movement）」が起こり、

1980年代後半から90年代初めにかけて北米を席巻し

ていく。

　この「家族保全巡動」の前提となっていたのは、

子どもにとって最善の場所は自分の家庭であるとい

う考え方である。可能なPK　r）、子どもがケアの対象

となるのは深刻な危機を理由とする場合のみとされ

た。危機に際して迅速かつ十分なサポートがなされ

れば、里親へのプレースメントの多くは避けられる

はずだと仮定されたのである。重要な検討を経て、

この運動はプレースメントを避け、家族のニーズに

応えるうえで経済的にきわめて効率的な方法である

と指摘する研究がなされた。しかし、この研究には

重大な問題点もある。仮定に基づく研究は何であれ、

証明が非常に困難だということである。

　この「家族保全運動」は、家庭内での危害や危険

を無視している点でも批判を受けている。子どもは

家族のもとにとどまるべきであるとはいえ、現実と

してそこが暴力や深刻な心理的問題を抱える場であ

るならば、家庭は子どもにとって最悪の場所にもな

りかねない。

　以」：をまとめると、1920年代初期に下宿屋という

考え方に基づいていたフォスターケアは、40年代、

50年代、60年代に養子縁組を希望した多くの子ども

の存在により、現代のフォスターケア制度へと拡大

していった。

4．今後のあり方

養子縁組の変化に伴い、フォスターケアにおける
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政府機関の関心は、身体的虐待、性的虐待、そして

今日では家庭内暴力およびネグレクトから子どもを

守ることに置かれるようになった。こうしたニーズ

が増大するなかで、トリートメントとしてのフォス

ターケアと通称される職業的フォスターケアにおい

て、重大な欠落をもつ子どもも、それを克服して健

全に育成するよう期待された。フォスターケアは失

敗之も見られたが、それに対する反動によって新た

な「家族保全運動」とこれを支える新たな法制の稲

が蒔かれたのである。これは経済的効率性の達成と

いう皮肉なニーズが動機となっていると見る向きも

多かった。

　結局、政府関係機関は、まず里親への補償を増額

するという対応を示すことにより、黒親の能力を認

めている。フォスターケアのもつ意味や重要性とし

て、子どもにとっては第2の両親とも言える代替家

庭という点があるが、児童保護援助協会はこの見方

を変え、フォスターケアは生来の家族とのパートナ

ーであると考えている。新しい家庭は、生来の家族

の延長とみなすことができよう。このパートナーシ

ップは、生来の家族を支援するものと考えることが

できるのではないだろうか。そうなれば、子どもを

めぐって二つの家庭が争うということもないはずで

ある。子どもはどちらか一方の家庭を選ぷ必要もな

い。里親夫婦のイメージはさしずめ、実親を支えて

くれる“おじ”と“おば”といったところであろう。

従来のフォスターケア制度においては、実親はわが

子がどこの家庭にプレースメントされているのか知

らない場合が多く、会合をもつ場合を除いては里親

と直接連絡をとることもできなかった。連絡および

決定事項はすべて、ソーシャルワーカーを介して伝

えられたのである。

　児童保護援助協会は今日、実親と直接かかわり、

その協力者となるべく訓練された、ファミリー・パ

ー トナーとしてのフォスターケアをつくりあげた。

「ファミリー・パートナー」モデル（Family　Partners

model）において、里親と実親はlf〔接連絡をとり合い、



信頼とサポートの関係を樂く。そのなかで、里親は

新しい子育てのあり方を教え、その手本を示すこと

ができるのである。実際には、両者が学び合うとい

う意味でのパートナーシップが成立する。実親は子

どものことをわかっており、子どものニーズや性質

についても心得ている。一方里親は、実親と分かち

合うべき相当程度の技術と専門的知識をもっている

わけである。こうしたパートナーシップにおいては、

子どものニーズによりよく応えることができる。そ

の結果、子どもがケアを受ける期間は短期化し、し

たがってコストが低減する。再びケアの対象となる

子どもの数も、大幅に減少する。里親によるサポー

トは、実親の成長に関して重要な意味がある。この

モデルでは、子どもの就学を可能な限り中断させな

いよう、大きな努力が払われている。

　オンタリオ州における1日当たりの平均コスト（部

屋代および下宿代）は、次のとおりである。

　　　O～6歳17．00カナダドル（約1，300円）

　　　7～12歳　18．00カナダドル（約1，400円）

　　　13～18歳　20．00カナダドル（約1，600円）

・ 里親は衣類、プレゼント、その他の出費に対する

　弁済を受ける。

・ 自活している18歳未満の若者は、平均月額650カナ

　ダドル（tfJ51，000円）を受給する。

・ 18～21歳の若者は、平均月額691カナダドル（約54，

　000円）を受給する。

　「ファミリー・パートナー・プログラム（Family

Partners　Program）」において、児童保護援助協会は

里親の技術レベルを向上させ、子どもの生来の家族

に対処する職務を付加するとともに、求人市場にお

いて競争力をもつため、「ファミリー・パートナー」

の1日あたりのコストを48．00カナダドル（約3．70011q）

まで引き上げている。

　従米のフォスターケアを、ファミリー・パートナ

ー シップという新たな枠組みで位置づけることは、

ソーシャルワーカーの役訓をとらえ直すことにもつ

ながる。ソーシャルワーfJ一はもはや、里親と実親

Vl／yta）児敢と1ぴW…

との問の仲介人ではない。パートナーシップにおい

てソーシャルワーカーは、コミュニケーション、意

思疎通、意思決定、計画をチーム内で分かち合う必

要がある。チームとは、親、若者（十分な年齢に達

している場合）、里親、およびソーシャルワーカーで

構成される。こうしたチームワークの考え方がきわ

めて重要になるとともに、権威の行使や意昧に変化

をもたらすものである。

　ソーシャルワークの実践は、多くの場合、専門家

モデル（expert　mode1）に基づいていたが、このとこ

ろその主流は課題解決中心モデル（solution　focused

model）に移ってきており、このモデルにおいては、

各パートナーは専門知識を持ち寄り、チームの一貝

として機能することが求められる。これは、健康の

増進ではなく病気とその治療という観点から問題を

とらえるイルネスモデル（illness　model）とは異なり、

結果に着目する実践方法である。

　明らかなように、これらチーム・アプローチ、パ

ー トナーシップ、課題解決中心モデルは、児童福祉

機関の全体的姿勢がこうした変化を支持する場合に

のみ、実現可能となるものである。このように、児

童福祉機関の姿勢および考え方は、その全体的姿勢

に一貰性をもたせるべく変革させる必要がある。こ

のためには、児童保磯援助協会が学ぶ姿勢をもち、

子どもの最善の利益に合致した質の高いサービスを

必ず実現できるよう、家族、子どもに対するプログ

ラムおよびサービスの改善に尽力していることを強

調しておきたい。

　　　　　（原文英語。翻訳：Jtt　rl　lv　i、校訂：高橋爪宏）

＊、沢報1…

（1｝寒族保企モデルとは、T一どもが生衆の家族といっし上に生活できうるよう

サボートするプログラムをいう。

｛2）インケアとは、親元力・ら離れて、CASによ「♪フtスターケアやグル・一プ

　ホームでケアされることをいう．
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〈オーストラリア〉

養護施設から

コユニティをべ

特

ミ　　　　ースにしたケアヘ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロピン　　　　クラーク
ディーキン・ヒューマン・サーピス・オーストラリア調査官Robin　Clark

子ども家庭施策の近未来像

〉

　ここ30年の間に、オーストラリアの児童福祉制度

は、実質上、かなり変化してきた。オーストラリア

では、州によって児童福祉に関する法律も、脱施設

化の段階も異なっている。けれども、入所施設ケア

を減少させ、コミュニティ志向、特に1V．　maケアを促

進していることはおおむね共通している。

　図1は、1991年の措置状況であるeビクトリア州

は他の州に比べて里親ケアへの委託率が低いが、そ

れについて特別な理山はない。けれども、特に南オ

ー ストラリア州、西オーストラリア州など、実践家

も政策決定者もともに里親ケアに対して疑問を感じ

ているようで、むしろ小規模な居住施設（unit）を、

その専門スタッフの養成も含め、発展させようとし

ているようである。

　ビクトリア州における児童養護は、新たな．鷹要な

段階を迎えている。サービスのバランスもとれてお

り、事例としても興味深い。そこで、ビクトリア州

における児蹴養護の歴史とそのデータをもとに検討

する。

　ビクトリア州の児童養護の初期

　ビクトリア州においては、1970年代以前は、要保

護児童のほとんどは、定貝200人ほどの大規模な施

設に収容されていた。当時はきょうだいであっても、

年齢や性別によって別々の施設に入所させられてい

た。入所期間は長く、家庭復帰をすることはまずな

かった。これは驚くべきことではない。というのも、

　16

親が施設を訪問することは奨励されていなかったし、

親が再び子どもを引き取り、責任をもって養育をし

ていくための技能を教えることや、親子関係の調整

もほとんどなされなかったからである。

　大規模な施設の多くには院内学校があり、入所児

童が地域の子どもたちと一緒に活動することはほと

んどなかった。いくつかの施設は、まるでゲッ1・　一

のようであり、孤立した特殊な集団生活となってい

た。

　重い犯罪少年や、虐待やネグレクト等で特にケア

が必要な児童もまた、同じ施設に措置されていた。

ただし、障害児は別にケアされており、聴覚障害児、

視覚障害兇、知的障害児施設などがあった。

　変革の芽

　1970年代後半に、ビクトリア州政府と広範な児童

福祉分野の実践者とが、大規模な施設における児童

養護を順次廃止すべきだとの決定を下した。調査研

究により、大規模な施設ケアは児童によくない影響

を与えると報告されたのである。これによって、以

下に述べるように、政策や事業計画の変革が行われ

ることとなったp

　大規模な施設は、収容保護の判決を下された触法

少年をケアする少数の施設を除いて、すべて閉鎖さ

れることとなった。これを可能にしたのは、里親ケ

アあるいはファミリー・グループホームや家庭養護

寮（rostered　residential　unit）のような小規模な居



IIヒ界の児瓶と111刊…

住型施設が増大していったことによるところが大き　　況に応じてより高い手当が委託費として支払われる

かった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ようになった。

　サービスの種類

　（D里親ケア

　里親ケアプログラムでは、ボランティア里親（そ

の多くは、両親揃った家庭であり、一人ないしは二

人の児童をケアする）の募集・研修・スーバーバイ

ズを実施する機関に財源を補助している。里子とな

る児童は、里親夫婦とその爽子から成る家庭に受け

入れられ、里親は日々その里子を養育するに・・卜分な

必要経費を支払われている。

　里親ケアは、特に里母（fosヒer　mother）に負担をか

けすぎるのではないか、という論議があるのは事実

である。というのは、今日社会的養護が必要とされ

る児童は、以前にもまして深いダメージを受け傷っ

いているので、彼らのケアにあたる仕事には、専門

的な研修を受けたスタッフが必要なのではないか、

さらにそのスタッフは常勤で、それに見合う給与を

支払われるべきではないかという論議もあるからで

ある。

　この考え方は、オーストラリアのほとんどの州に

おいて受け入れられている。現在では、処遇困難な

里子や、重度の障害をもつなど特別のニーズをもつ

児童を里子として養育する場合には、それぞれの状

図1．州が後見人となった児童の措置状況　　　　※

　　　　　　　　　　　　　（1991《F6月30日日寺，［R）
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　②ファミリー・グループホーム

　1950年代にビクトリア州において熾初のモデルが

示されたファミIJ　一・グループホームは非常に脆弱

なものであったが、1970年代から1980年代にかけて、

おおかたの大規模な施設にとって代わり、広く普及

していった。

　これらのグループホームは、地域の中のごく普通

（ordinary）の家において、コッテージ・ペアレンツが

1日2411制∬1、およそ4、5人の児童のケアをするも

のである、，コッテージ・ペアレンツには、大体二人

くらいの実子がいる。コッテージ・マザーは、法人

に雇われる形をとり、父親にあたる人は普通に外の

仕事を続けている。児童はそれぞれ別の家庭からき

ているため、必要とするものもニーズも多様である。

　他の州が里親ケアを推進する中で、ビクトリア州

は、主としてファミリー・グループホームの形態に

よるケアに財源を割き、投資し続けた。その結果、

図1のように他の州と迎った養護パターンとなって

いる。

　ファミリー・グループホームは、確かに里親ケア

よりはコストがかかる。また、柔軟性という点でも、

里親ケアに比べて劣るところがある。ただ、養護施

設の子どもたちはよく「施設」の子と感じるものだ

が、里子やグループホームの子どもは、家族と住ん

でいる、と言えるのだ。これは、子どもの気持ちを

考えたとき、利点といえるe

　（3）家庭養護寮

　脱施設化の初期の段階においては、ファミリー・

グループホームは、同じ家庭からきた児童（たとえ

ば兄弟ケース）や、比較的年齢の低い児童のグルー

プを対象としていた。1980年代後半になってつくら

れたコミュニティベースのこの家庭養弛寮ができる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17



までは、高齢児や処遇困難な児童のケアは、従来の

大規模な施設で続けられていた。新しくつくられた

この家庭養護寮は5人から8人までの青少年を対象

としている。この形態は次のような考え方によりつ

くちれた。っまり、里親あるいはファミリー・グル

ープホームのコッテージ・ペアレンツであっても、

彼らのケアできる力1－i・1：や範ちゅうを超えてしまって

いる青少年に対しては、研修を受けたスタッフがい

て、およそ8時間から12時間の勤務のローテーショ

ンで運営する、あくまでも小規模な生活体の中で児

童をケアするほうがよいとする考え方である。

　しかし、今Uで’は次のような論議もある。処遇困

難な児童を一堂に集めると、かえって個11の問題性

を商めてしまうのではないか、むしろ特別に研修を

受けた里親が、サポートを充分に受けながら、その

子どもたちを個別的にケアするほうが養1獲効果が上

がるのではないか、という主張である。

　脱施設化の影響

　図2は、脱施設化の初期の段階における特に顕著

な特徴を示している。

　1982年には、州力∀2，712人のり己：r∬（0戊歳児から18

歳まで）の後見人になった。それ以後の数は民問機

関等によるインフォーマルな契約のため、明確な数

はわからないが、多くの児童が親から離れ、いろい

図2．州が後見人となった児童の措置先
　　　　　　　　　　（19824こ6」］と1992イ「16J］a）工’ヒ車交）
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うな場で養護・養育されている，t　1992年には、州が

後児人になった児童の数は1，749人に減少している

が、これは里親ケアを拡大し、大規模な収容施設や

集団養護のスタイルを減少させたことによる。

　これらの変化と脱施設化は、社会保障制度の充実

によって、親たちが自分の子どもを家庭で養育しや

すくなったことによる大きな成果といえる。また、

以前は、児童禰祉制度自体の中に、親と協働しなが

ら問題に取り組んでいきにくい状況があった。けれ

ども、児瀧を親元から引き離し、保護することに重

きを置くという方法から、一歩進んで、親にサービ

スやサポートを提供しながら、親自身が家庭におい

て適切な子育てができるよう援助していくようにと、

大きく方向転換を図ったのである。

　このような変化は、虐待やネグレクト等、ひどく

危険な状態にある児竜を保護できるという権限を明

確にした、州政府の法律制定によるところも大きか

った。この法律は、児童を両親の元から引き離すの

は、その児童が実親に保漫されている状況下で可能

なかぎりの適切な措置を実施した後であって、あく

までも岐後の乎段としなければならないことを強調

している（児童・背少年法　1989fF、第86項および

87項）、この法律によt）、児童が少年裁判所に送致さ

れる前に、一連の成果がでることが多くなった。児

童に対して在宅でスーパービジョンを、また親に対’

してもサポートサービスを提供した結果、施設人所

措｛i’撒が減少するという、めざましい状況の変化が

みられたのである。

　この法律はまた、保護が必要で裁判所に送致され

る児童と触法少年とを、少年裁判所に送致する前に

はっきりと区別することとしている。

　その結果、犯罪少年とそうではない児能とが同じ

場所に措置されることはなくなった。

直面する課題への挑戦

脱施設化の推進によってかなりの成果が得られた



図3．養護形態別児童一人あたりの経費
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が、さらなる発展を期するには、これまでのシステ

ムがすでに旧武で、効果rl勺でないものと認識するこ

とが必要である。

　（Dさまざまな養護形態に必要な経費

　ビクトリア州は現在、児童を保護しケアするサー

ビスにおよそ7千5百万ドル（約62億円）を支川して

いる。

　図3に示すように、一・人あたりの児童にかかる経

費は養護形態により大きく違う。ビクトリア州はフ

ァミリー・グループホームや家庭養護寮に重点を置

いているので、形態別にみると、予算配分は均衡で

はない。児童の33％がこれら二つの形態でケアを受

けているが、予算は66％があてられている。だが、

この配分方法は理に適ったものといえる。というの

は、約800人の児童がファミリー・グループホーム

や家庭養護寮でケアされているが、これらの児童は、

特別なニーズをもっているからこそ、この二つの養

護形態でケアされているのである。

　ビクトリア州においてはこのような特別なニーズ

をもった児童のうち、少なくとも30％は里親ケアの

ほうが適しているといわれる。今後さらなる脱施設

化が必要とされるとともに、期待されているといえ

よう。

　ファミリー・グループホームは一人あたり1年に

世界の児章とttlMl

3万3，962ドル（約280万円）の費用がかかる。家庭

養護寮は平均6万3．752ドル（約525万円）であるが、

これは実際に児竜がいるかいないかを問わず、定貝

として支払われることになっている。なぜなら、サ

ー ビスを支える経費はいつも安定して確保され、供

給されることが必要であり、たとえニーズが流動的

で’あるとしても、職貝にはきちんと給与が支払われ

なければならないと考えるからである。

　措置の時期と措置先がニーズに合致しており、し

かも経費が必要1置小限におさえられるような方式が

確立すれば、システムとしては最も費用効果性が高

いといえる。ニーズに応じた最善の道とは、広く普

及した里親制度をうまく活用したものではないだろ

うかm児童を現存のサービスにあてはめていくより

も、一連のサービスそのものが現爽の一人ひとりの

児童のニーズあるいは条件に合うようにつくり変え

られ、それに対する財源が確保されるぺきである。

　②ニーズに対応する柔軟な養護制度

　児童が、自分が安全だということを最大限に感じ

続けるために、実親の元にとどまっていないほうが

よい場合には、可能な限りその子の家庭から近距離

の家庭に措置することが好ましい。同じ学校に通え、

友達関係や参加しているスポーツクラプ等を継続で

きるようにしたほうがよいからである。このことは、

養護サービスの提供者であるグループホーム等が、

このような考え方にそって、さらに機能を拡充し、

展開させなければならないということである。

　多くの州が急激な人ll増加から生じるニーズにい

かに対応していったらよいのかと懸命に模索してい

る。ビクトリア州でも、かなりの人口の移動がある

中、ここ．1’年にわたって小規模な居住施設を広く普

及させてきた。つまO、諸状況が変動する中で、経

費も最小限ですみ．入所数と実際のサービス内容と

の関係に配慮した適切な養護休系を努力の末、獲得

してきたことになる。
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　養護体系は、ニーズに柔軟に対応できるよう、入

所者数にこだわるだけでなく、児童の要養護性とい

うニーズ以外にも、たとえば、健康、教育、しつけ

といった、さまざまなニーズにも応えられるように

変化させていかなければならない。

　養護制度を新たに発展させていくうえで頂視しな

ければならないのは、児童が自分の親戚、知人とい

ったネットワークを可能なかぎり維持できるよう援

助することである。もしも児敢が実親の元にとどま

れない場合には、親類や近しい友人の近くに措散す

ることを第2の選択肢とし、児童の福祉を保障する

のである。そして、これらがもし不可能な場合、あ

るいは里親ケアやその他の入所施設における養護が

必要な場合には、その子どもの養護にあたるワーカ

ーは、親代わりというよりもむしろ、ファミリー・

サポートワーカーとしての役割もとるのである。

　おわりに

　次に、ビクトリア州の養護兇童の親について、そ

の特徴を検討してみたい。

　目下、養護を受けている児童の親たちの多くが、

生活物資に事欠く状態にあるということは、大きな

示唆を与えてくれている。養護児童の家族は、社会

的に貧困層に属しており、失業や疾病のために、公

的扶助を受けているものも多い。精神障害や知的障

害の親もいる．ひとり親家庭の子どもも多く、その

親たちの多くは、やっとのことで家貰を払っている

という状況である。

　これらのケースの中には、家庭に代わる養護こそ

が、人生におけるチャンスを提供する、欠くことの

できない11fli一の方法といえるものもある。一方、一

般的には、親に対して社会保障上、適切な経済援助

をし、効果的で利用しやすいサポートを提供するこ

とで、児童を家庭にとどめることができる。

　たとえば、そのような親たちに対して、親子関係

をうまく保ち、親として子どもを育てていくために
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必要な教育を実施している。つまり専門家チームで

集中的に親のもつ困難な課題に働きかけ、子どもに

対する危険な言動を修正するためのプログラムを提

供したり、その家族のために独白のネットワークを

包括的な予防システムとして機能させるための、家

族検討会のような会議をもったりするのである。

　オーストラリアでは、今日、福祉予算の増額を確

・ 保することはむずかしくなってきており、どの州も、

予防的なサービスと、入所によるケア・サービスと

のバランスをどうとっていったらよいのか、という

課題に直而している。また、どの州も、より柔軟性

が高く、広い地域に効果的に働くような予防的サー

ビス、措置およびサポートサーピスのあり方を模索

し、奮闘している最中である。

　最後に、次のことにも言及しておきたい。

　どの州も、行動上に現れる深刻な不適応の問題を

もっていて、なかなかうまくやっていくことがむず

かしい青少年を多く抱えている。これら多数の背少

年に対するサービスを打ち立てていくという、今後、

必要不可欠で大きな課題が待ち受けていることを各

州が認めているのである。このような青少年の中に

は、深刻な虐待を受けた経験のあるものが多い。彼

らは、個別的、健方狢的、教育的で、レクリエーショ

ン的な、そしてまた治療的なたくさんの機能をもっ

たサービスを、今後長期にわたって必要としている

のである。

　　　　　（原文英語。翻訳：横堀昌子、校訂：山縣文治）

＊訳桁L：オー7．トラ：Jアの年度は6Jj：le日で終わる。この数仙は199個こ

7川111より19911fl　6月30「1までのものと思われる。

なお、t一ストラリアの措MT｛形態には、公的な措消（警察やその1也の機

関・団体・個人によって発見された要養韻児恨で、最終的に奴判所で親か

ら引き離して養護Lたほうがよいと判断され、州力・ら措逝される児碓で、

多くは観の親権は停止され、州が後見人となり．Ill親や施設に1昔置される）

のほか、私的な措放（施険のスタ・ソフが地域の中から要養M児帝を発見し

てきたり、京族からの相L淡を・受けて人所さ・せる．ltうな私的契］CJ児州）とが

ある．，
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子どもの意見表明権

（CHILDRENtS　RIGHTS　TO　BE　HEARD）

　子どもが保滋の客休のみならず権利の主体として意見

を表明し、大人がそれに真剣に万を傾けるという杜会的

気風はthe　Chilci　Liberation　Movementの盛んになった

1970年ごろから芽生え始めたと言えよう。このころから

子どもは1i1己決定権に欠けるとしても、それは意見表明

権を奪うことにはならないと議論され始め、意見表明権

は子どもの権利実現の最｛1．泌須条1’1叱して考えられるよ

うになってきた。

　イギリスでは、1975年児竜法59条に初めて措散決定に

関して子どもの碓かめ得る希望と感情を考慮する必要性

が明示され、親と子の間に合意が得られないときなどに

は64条から66条のもと、子どもに代弁人（Gardjan　ad

Litem）がつくこととなった。子どもの意見表明権は1980

年の児童ケア法により．ll’確認され、集大成が1989年児童

法に見られることとなった。1条、20条、22条4項、5

項のもとで裁判所、地方当局等が子どもの排哉、処遇決

定を行う際に子どもの感情と希望を確かめる・rmが提示

され、26条のもとで不服申立機側の設立が義務化された。

　（参考：しかしながらこの法律はイングランドのみで適

用され、ウェールズやスコットランド、北アイルランド

ではイf効性を持たない。）

　子どもの意見表明権尊癒は1985年のギリックケース

（Gillick　v　West　Norfolk　and　Wisbech　AHA，3ALL

ER　402）により再確認される。ここでは16歳以下の子ど

もであっても、．卜分に理解力があると確認される場合に

おいては医療検査及び1珍察を受けるか否かを決定する権

利があるとされ、これは医療以外の分野にも適応される

とイギリス．ヒ院で可決された。しかしながら、その後の1993

年のRe　W（A　MinorlConsent　to　medical　treatment，1

FLR　1）において、拒食症の18歳の少女が本人の意思に反

して医療検査を強いられる結果となった。ここでは親の

養育義務が子どもの権利を奪う結果となった。このReW

決定により、法が子どもの自己決定権をどのようにとら

えるか、イギリスにおいて現状は明らかでない。しかし

ながら最低、意見表明権に関しては子どもは．1．’分な機会

を与えられていると言える。

　例えばイギリスのチルドレンズ・ライツ・ディヴェロ

ップメント・ユ；ット（CRDU：Children’s　Rlghts　Develop’

ment　Unit，1992年から1995年までイギリスにおいて．j”ど

もの権利条約の履行促進11tiT，を持ち、国遮へのカウンタ

ー レボー一トを作成するNGOとして設立された）では、

45人のさまざまなバックグラウンドを持つ子ども（施設

にいるi’ども、虐待を受けた子ども、精神薄弱児、黒人

の子ども、北アイルランドの子ども、普通の子ども等）

に議論する機会を・り・え、カウンターレポートUK　Agenda

for　Childrenにカバーされた14のエIJアを子どもの視点か

ら考え、また、国レペルに子どもの．r一どものための子ど

もによる機関を設立する．”IA彪VIIについても話し合われた。

これをイギリスのテレビ局4チャンネルは子ども向けテ

レビ番組として放送した（1994年9月）。

なぜ、アドボカシーなのか

（WHY　ADVOCACY？）

　前述のように、すべての子どもは彼らの発達段階を問

わず最低限、意見を表明する権利を与えられるべきであ

る。しかしながら、子どもは親、教師等の大人がもし、

聞いてくれるのならば、彼らを通して、または⊥L何ら

かの形で直按に参加できるプログラム（自治会など）が
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あれば、それらを通してしか子どもの意見を知らしめる

ことができない。汀わば、彼らの意見表明権は間接∫1勺、

そして条件付き権利なのである。しかし、それらのプロ

セスも「あなたのためを思ってしているのよ」という慈

淳的権威主義によって妨げられることが多かったのが．’匡

実であるn権利というのは単に公ぼされることによって

守られるものではなく、監視され、保漫されなければな

らない。子どもには選挙権がなく、行政に彼らの声を1‘Tl

ける方法がない，，それ故、民間、公的機関を問わず子ど

も関述の機関の了・どもに対』するアクセシピリティと政策

決定への影響力を増進させる試みとして、r一どものアド

ポカシープログラムの必要性が注目される。アドポカシ

ー
の第一義ll勺役割は、　r一どもが彼ら白身のlllllをZ！｝るた

めに杜会資源を活川することを可能にすることにある、．

しかしながら、予どもにはそれを可能にする機関の存在

が必要である．，ロダム・クリントンは．．r一どものアドボカ

シーの必．要性を次のように論じている．

r・どもに権利を付り・するだけで問題がすぐに解決し

たり、それらの問題の根底に流れるコンセンサスを

縄すことにはならないであろう。しかL、子どもへ

の権利を付り・するということは司法機関、立法当局

からFどもの意見に対．する慣習的支持（institutk，n泊

suPpOrt）を得るということになる。「権利という1ζ菓

が真に意味を持つためには、何らかの機関と関連付

けされなければならない。イギリス人の権利は実際、

入間の権利よりも保証されている」と1「われたよう

に（現在は川際連合が存在し人川の祐；利も漠然とし

たものでなくなってきたが：私ll／」コメント）、r・ども

の権利というのは杜会機関がそれらを認め、i三張す

ChildLine

▲図1，電話ポ・ックスに記されている

　　　チャイルドラインの連絡先

08001W1　・図2．チャイルドラインのボスタ＿

る娼r：を負うまでは確立されるものではない．，

多様な子どものアドボカシープログラムとその限界

（LIMITATIONS　OF　EXISTING　ADVOCACY

　PROGRAMMES）
　予防活動の・一環として．川界にはさまざまな国で子ども

の電話相談に応じるヘルプ’ラインが存在するし、また、

子ども、義会（公rltJ）を持つ国もいくつかある◇イギリス

でも1987年から子どもによる議会を持ち、以後その．数は

急激に増えている。イギ‘1スにおける民川ヘルプライン、

チャイルドラインで．は各地話ボックスに連絡先が記され

ているし（図1）、電話帳に緊急の電話剋［絡先として警察

などと並列して電話番じ層が挙げられているため、子ども

とのアクセシビリティは確保されていると‘『える。また

学校、養護施1没等にも、そのポスターはあらゆるところ

に貼られている（図2）。現在ロンドン、ミ・vドランド（※

国中部）、スコ・ソトランドを始めとする6事務所、及び英

川領5小島とヨーロッパにおける英1．iミ1軍基」也に住む子ど

もとも連絡がとれるようになっており、どこにいてもブ

リーダイヤル08（｝Ollllでどこか近くの’lj’ll，S河仁もしく

はそこでつながらなければ他‘ド務所に自動白《」に回される

オンラインシステムを持っている、，また、3事務所が新

たに開1没される1二定である、、（詳細は人］～済）

　このようにヘルプライン等の電話相1淡や子ども議会の

イIV川・trkを過小評イ111iするに及ぱないが、　しかしながら、．子

どもの意見を代弁する機関としてそれらには限界がある

と、「わざるを得ない、，電話枇淡などのヘルプラィンに関

ChildLine
forchildrt…n　and　young　people
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国レベル

中央オンプズ

政府：

　政　策、予

－－ ’’’

”・・…．．∨．子どもの権利委貝会

して言えば、それらは行政当局への体系的ルートを欠い

ているため、子どもと電話相談機関の問での単なるカウ

ンセリングサーピスでしかあり得ない。そのうえ、イギ

リスの例が示すように物理的に限界がある。イギリスの

チャイルドラインではブリティッシュ・テレコム（H本

でのNTT）によると、1万件の電話のうち3千件しか応え

きれていない（1993－4：1994年度年次報告）。また、子ど

も議会の限界に関しては、第1に議会は年に多かれ少な

かれ2、3度しか開会されないため、それらは必然的に、

子どもの意見を表明する機会を制限する。第2に多くの

子ども議会の主要関心事は環境問題や都市計画であるた

め、子どもの権利条約でカバーされた問題について議論

されることはほとんど例がないようだ。第3に．議会代表

の年齢制限（多くの場合15～18歳）が必然的に子どもの

権利を若者の権利に制限し、真の意味での子どもの意見

や関心事を代表していない。それらは子どもに関する政

策を子どもの代わりに決定する行政機関に子どもの声を

届ける機関としてはi’分な裁†1｝を持ち得ていないし、行

政との距離が物理的に隔たりすぎていると詳える。

子ともオンブズマンの必要性

（ULTIMATE　FORM　OF　ADVOCACY：

　　　　　　　　OMBUDSMAN　FOR　CHILDREN）

　それ故、独立の監視機構として了どもの問題を監視す

る機関の存在なしには政府に対して子

どもに意見表明権を与え、子どもの権

利条約を遵守するよう、体系的にプレ

ッシャーを与えられないことが徐々に

明らかになってきたと壽える。1989年

の子どもの権利条約は4条、43条、ま

た「少年司法運営に関する国連最低基

準規則（北京ルール1989）」、「少年非

行の防止に関する国連ガイドライン（リ

ヤド・ガイドライン1990）」、や「自由

を奪われた少年の保護に関する国連規

則（1990）」にもその必要性が記されて

いる。国際的にも子どもの意見表明権

が確立し、子どもの権利行使を認める

に不可欠の制度として不服巾立のでき

る機関、独立の調査機関としてオンブ

ズマンの設澱の必要性が明記されてい

る．

　子どものオンブズマンという概念はノルウェーで生ま

れ、アンダース・プラソルム博士によリ初めて使われた

（トルゲセン5）。子どものオンブズマンの役割は①法や

条例が遵守、適用されているかを監視し、②行政計画に

おける子どもの権利や利益を監視し、③子どもの権利、

利益を燈善のものとするための新法規を考案することで

ある、とベルトーにより定義されている（ベルトー195）。

　子どもの権利条約12条2項に杏かれているように、子

どもは「白己に影響を及ぽすあらゆる司法上及び行政上

の手続において、国内法の手続規則に合致する方法によ

り直接にまたは代理人もしくは適切な団体を通じて聴取

される機会を与えられJなければならず、オンブズマン

はその代理人もしくは適切団体として子どもからの苦情

を受け付け、調査し、また、他にそのようなアドポカシ

ー団休が存在するならばそれらの監視機構として、子ど

もの権利条約が国そして地方レベルで施行されるのを監

視する貴任を負う。それ故、オンブズマンの存在理由は、

子どもの代弁者として行政へ子どもの不服を届ける通信

路としての機能を担うことにある。言い換えれば、オン

ブズマンは子どもと行政、そして社会の架け橋として子

どもの代弁者の役割を担うのである（図3）。もちろん子

どもも大人と同様、訴訟により問題解決を図ることがで

きる。しかしながら、．F一どもが不服申立を司法機関を通
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して行うということは長期的に子どもにダメージをtj’え

ると考えられている。

　一つに裁判では勝者、敗者関係が必ず存在するし、同

lkYに裁判所での子どもの体験はあまりにストレスが重す

ぎると考えられているからである。イギリスにおいては

この子どものストレスを回避するために非政府団体、政

府が共同製作したthe　Child　Witness　Packが法廷で起こ

るべきことを子どもにわか「）やすい言葉や絵を交えて紹

介し、またそのアクティビティブックで実際の法廷の様

子をパズル形式で紹介し、前もって子どもに遊びながら

法廷に親しんでもらうよう工夫されている（図4）。また、

法延における子どもの待合室におもちゃを沽いたり（図

5）、親との法廷での接触を回避するため、同室の場合に

はついたて（スクリーン）を置いたり、ビデオを辿して

別部屋から子どもが親の顔を見る必要なしに法廷に証人

として参加することが可能（図6）になる等、さまざま

の試みが成されている。

　二つめに裁判の経済的側而と艮期’1ζliを挙げることがで

きる。子どもの権利条約37条（d）と40条4項力tこの二つ

の側而を記し、オンブズマンというディスポジション（代

替処irt）が子どもの福祉に適合することを説明するであ

ろう。オンブズマンはヴァンデンヘックが「不服ll．1立を

する側と他方、苦情処理機関との間に直接的で迅速な関

係が築かれなければならない」と定義するように、権利

条約37条（d）の「弁護人その他適当な援助を行う者と速

やかに接触する権利を有し、裁判所その他の権限のある、

独立の、かつ、公平な当IIOにおいてそのltl山の剥奪の合

法性を争い並びにこれについての決定を速やかに受ける
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権利Jを背景とするものと言える。このように裁判にf寺

ち込まないで、それ以前に解決されるのが子どもの妓善

の利益と考えられ、オンブズマンは裁判所の簡易版とし

て登場したと言える。オンブズマンはまた、コf’防活動と

して機能するため、長期的メリットを考えれば経済的で

あると言えるであろう。

　多くの国で子どものオンブズマン、またはオンブズマ

ン類似機関が設立された。現在、ノルウェー、スウェー

デン、コスタリカ、ニュージーランド、ドイツ、サウス

オーストラリア、イスラエル、オーストリア、スペイン、

グアテマラ、カナダ、アメリカがオンブズマンまたはオ

ンブズマン類似機関を持つ。G糊11：TOmoko　Maekawa、

Dissertation　submitted　in　University　of　Nottingham、

1995）

子どもの権利サービス

（CHILDI（EN’S　RIGH’1’S　SERVICES）

　イギリスにおいてはいまだオンブズマンは設立されて

いない。1二体と同様に何度も議会においてマーガレット・

サ・yチャー、そしてジョン・メジャー率いる保守党によ

り却下されてきたが、最近、労働党勢力が強まるなか、

労働党党首トニー・プレアが．了どものオンブズマンの必

要性と設立の可能性を考慮するという趣旨を非公式に述

べたそうである（オンブズマンカンファレンス、1995）。

オンブズマン設立の動きは〕991年から始まっていると言

えるが、正式には1995．年から民問財団の財政援助のもと

民間団体が設立され、オンブズマン設立キャンベーンが

本格的に開始された。

図4．子どもに法廷に親しん
でもらうようさまざまに工夫
されているthe　Child

Witness　Pack

図5．おもちゃの置かれた法廷の待
合室
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